
中山町地区計画等の申出に関する手続要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、中山町地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成１０年

条例第２１号。以下「条例」という。）第５条第１項の規定による地区計画等に

関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項の

申出（以下「申出」という。）に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 申出者 地区計画等の申出を行う者 

(2) 地区計画等の原案 申出される地区計画等の案の内容となるべき事項 

（事前相談） 

第３条 申出を行おうとする者は、手続を円滑に進めるため、あらかじめ町長へ事

前相談書（様式第１号）を提出することにより、事前相談を行うものとする。 

２ 町は、前項の事前相談があった場合、地区計画等に関する情報の提供などの支

援に努めるものとする。 

（提出書類） 

第４条 申出者は、氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び主

たる事務所の所在地）を記載した地区計画等に関する申出書（様式第２号）に次

に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 地区計画等の内容を記載した書類（別表第１） 

(2) 条例第５条第２項の同意を得たことを証する書類（別表第２） 

(3) 申出を行うことができる者であることを証する書類（別表第３） 

(4) 申出内容の審査を行うために必要と認める書類（別表第４） 

(5) 第１号から前号までに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（共有者又は共同借地権者の取扱） 

第５条 条例第５条第２項において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地

があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数を



それぞれ１とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同

意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同

意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分

の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得

た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有

する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。 

（申出の受理） 

第６条 町長は、第４条に規定する書類の提出があり、条例第５条第２項の申出の

要件を満たしている場合はこれを受理するものとする。なお、提出書類に不備が

ある場合には、訂正要求書（様式第８号）をもって申出者に書類の訂正を求める

ものとする。 

２ 申出者が前項の訂正要求書を受理後３箇月以内に補正を行わない場合には、当

該申出を不受理とし、その旨を不受理通知書（様式第９号）により申出者に通知

するものとする。また、申出内容に虚偽があることが判明した場合も同様とする。 

（情報の提供） 

第７条 町長は、受理した申出に係る都市計画を定める手続の進行状況を考慮し必

要と認められる場合は、申出者に対し、手続の進行状況等に関する情報を提供す

るものとする。 

（申出の取下げ） 

第８条 申出者は、申出を取り下げる場合は、申出取下書（様式第１０号）を提出

するものとする。 

２ 町長が申出を受理した後に申出者が当該申出の内容を変更する場合は、前項の

取下げを行った後、再度申出を行うものとする。 

（申出の審査） 

第９条 町長は、受理した申出について、関係機関の意見を踏まえ、別表第５の判

断項目を基に総合的な評価を行い、都市計画の決定又は変更の必要性を判断する

ものとする。 

（都市計画決定等をする場合の手続） 

第１０条 町長は、都市計画の決定又は変更が必要であると判断した場合、申出者

の協力を得て、地区計画等の案を作成するものとする。 



２ 作成した地区計画等の案を中山町都市計画審議会（以下「審議会」という。）

に付議するときは、地区計画等の案とあわせて当該申出に係る地区計画等の原案

を提出しなければならない。ただし、地区計画等の案が地区計画等の原案の全て

を実現するものである場合はこの限りでない。 

３ 都市計画の決定又は変更の告示を行ったときは、申出者に対しその旨を地区計

画等の申出に関する通知書（様式第１１号）にて通知するものとする。 

（都市計画決定等をしない場合の手続） 

第１１条 町長は、都市計画の決定又は変更が必要でないと判断した場合、速やか

に申出者に対しその旨をその理由を添えて地区計画等の申出に関する通知書（様

式第１１号）にて通知するものとする。 

２ 町長は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ審議会に当該地区計画

等の原案及び判断に至った理由を提出し、意見を聴かなければならない。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

別表第１（地区計画等の内容を記載した書類） 

１ 右欄に掲げる事項を記載した図書 （様

式第３号） 

（１）地区計画等の種類、名称、位置、区

域及び区域の面積 

（２）地区計画の目標 

（３）区域の整備、開発及び保全に関する

方針 

（４）地区整備計画 

２ 区域を明らかにした図面 （縮尺１/２

５００以上） 

（１）地区計画等を定める区域を明示した

図面 

（２）地区整備計画を定める区域を明示し

た図面 

別表第２（土地所有者等の同意を証する書類） 

１ 土地所有者等の一覧 （様式第４号） （１）所有者名又は権利者名を記載 



（２）同意の状況 

２ 土地所有者等の同意に係る書類 （様式

第５号） 

同意書（一筆ごとに土地の所在、権利内容、

地積並びに権利者の住所、氏名及び連絡先

を明記し、原則として土地所有者等本人の

自筆による署名（自筆の署名でない場合は

押印）があるもの。複数筆の土地所有者等

は一括の同意書でも可。） 

３ 区域内の土地の権利関係を証する書類 （１）全ての土地に関する登記事項証明書

及び公図等（いずれも交付後３箇月以内の

もの） 

（２）未登記の土地については、その権利

関係を証する書類 

（３）相続により土地の名義が変更されて

いる場合は、相続関係図等 

別表第３（申出を行うことができる者であることを証する書類） 

１ 区域内に居住を証する書類 申出者の住民票（交付後３箇月以内のも

の） 

２ 区域内の利害関係人であることを証す

る書類 

借地権（地上権・賃借権）の登記がなされ

ていない場合は、対抗要件を具備している

ことを証する書類 

別表第４（申出内容の審査に必要な書類） 

１ 区域内及び周辺地域に対する申出の説

明に関する報告書 （様式第６号） 

（１）説明会等の開催場所、開催日時、参

加者数、議事次第及び説明内容等に関する

資料 

（２）説明会において出された質疑、意見

及び要望等並びにそれらに対する回答等

に関する資料 

（３）説明会等の対象範囲及び開催の周知

方法に関する資料 



２ 申出の内容を明確にする書類 （１）申出のメリット等に関する資料 

（２）開発行為又は建築行為等の事業を行

う場合は事業計画、計画図面、イメージパ

ース等の関連図書 

（３）申出に係る計画スケジュール等 

３ 周辺地域の環境への影響等に係る資料 

（様式第７号） 

（１）大気、騒音、水質、雨水排水、汚水

排水、振動、地形、日照、悪臭等に係る事

項 

（２）動物又は植物等の生態系に係る事項 

（３）都市景観等に係る事項 

（４）交通処理、供給処理等に係る事項 

別表第５（申出審査の判断項目） 

１ 町のまちづくり方針等との整合 （１）中山町総合計画 

（２）中山町 まち・ひと・しごと創生総

合戦略 

（３）中山町国土利用計画・中山町土地利

用マスタープラン 

（４）中山町都市計画マスタープラン 

（５）その他町の条例及び整備に関する方

針等 

２ まちづくりへの貢献 （１）魅力や賑わいの創出への寄与 

（２）公共施設等の機能向上 

（３）生活の質の向上 

３ 申出に係る区域内住民及び周辺住民と

の調整状況 

（１）住民への説明内容及び説明対象範囲 

（２）住民からの意見及び要望の反映状況 

（３）制限により既存不適格になるなどの

不利益を負う土地所有者等への説明状況 

４ 周辺市街地の環境への配慮 （１）周辺環境への配慮 （周辺のまちと

の調和） 



（２）都市基盤との調和 

５ 事業計画の内容に関する観点 （１）事業の必要性・実現性・効果 

 

 


